
平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る

一

条
例
に
基
づ
く
青
少
年
に
有
害
な
図
書

類
の
指
定
（
青
少
年
課
）

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定
（
健
康
増

一

進
課
）

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
（
農

二

業
水
産
振
興
課
）

公

告

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援

二

事
業
者
の
指
定
（
障
害
福
祉
課
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居

二

宅
支
援
事
業
者
の
指
定
（
障
害
福
祉
課

）知
的
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居

三

宅
支
援
事
業
者
の
指
定
（
障
害
福
祉
課

）地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
農
業
経
営

三

課
）

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

三

目

次

ペ
ー
ジ

築
課
）

公
安
委
員
会
規
則

放
置
車
両
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等

四

に
関
す
る
規
則

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
き
届
出
の
あ

一
七

っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団
体

一
七

の
届
出
事
項
の
異
動

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
き
解
散
の
届

一
八

出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
き
指
定
の
届

一
九

出
の
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
き
資
金
管
理

一
九

団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
の
あ
っ

た
政
治
団
体
の
名
称
等

正

誤

平
成
十
七
年
五
月
二
十
日
付
け
奈
良
県

一
九

公
報
第
千
六
百
七
十
号
正
誤
表
（
都
市

計
画
課
）

告

示

奈
良
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
十
三
号
）
第

二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

指
定
理
由

指
定
番
号

図
書
類
の
種
類

図
書
類
の
名
称

発
行
年
月
日

発
行
所
等

二
十
五

コ
ミ
ッ
ク

平
成
十
七
年

八
月
一
日

宙
（
お
お

ぞ
ら
）
出

版

ラ
ブ
マ
ニ
ュ

青
少
年
の
性
的
感

情
を
刺
激
し
、
青

少
年
の
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐
性
を

助
長
し
、
又
は
青

少
年
の
犯
罪
を
誘

発
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
阻
害
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
。

二
十
六

雑
誌

平
成
十
七
年

八
月
一
日

株
式
会
社

メ
デ
ィ
ア

ッ
ク
ス

パ
ソ
コ
ン
パ
ラ

ダ
イ
ス

月

号

奈
良
県
告
示
第
二
百
四
十
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指

定
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日



奈
良
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

か
き
ざ
き
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
和
郡
山
市
本
庄
町
二
九
七

一

平
成
十
七
年
七
月
一
日

登
録
番
号

（
奈
良
県

）

肥
料
の
種

類

肥
料
の
名

称

保
証
成
分
量

（
％
）

そ
の
他
の

規
格

有
効
期
限

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

第
七
百
六

十
二
号

家
庭
園
芸

用
複
合
肥

料

恵
水
有
機

肥
料

窒
素
全
量

四
・

り
ん
酸
全
量

六
・
五

加
里
全
量

一
・
五

含
有
を
許

さ
れ
る
有

害
成
分
の

最
大
量
は

公
定
規
格

の
と
お
り

平
成
二
十

年
六
月
一

日

株
式
会
社
恵
水

園奈
良
市
鶴
舞
東

町
二
番
地
二
五

第
七
百
七

十
三
号

副
産
植
物

質
肥
料

圧
搾
ご
ま

屑
油
粕

窒
素
全
量

三
・
八

り
ん
酸
全
量

一
・
二

該
当
な
し

平
成
二
十

年
七
月
十

八
日

服
部
一
利

磯
城
郡
三
宅
町

小
柳
四
七
五

第
七
百
六

十
三
号

混
合
有
機

質
肥
料

有
機
混
合

肥
料
一

五
号

窒
素
全
量

一

・

り
ん
酸
全
量

五
・

含
有
を
許

さ
れ
る
有

害
成
分
の

最
大
量
は

公
定
規
格

平
成
二
十

年
七
月
十

二
日

志
野
作
司

磯
城
郡
三
宅
町

三
四
二
の
三

の
と
お
り

公

告

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日

有
限
会
社
エ

ム
テ
ィ
ー
ケ

イ

生
駒
郡
三
郷
町
立

野
南
二

九

三

一

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ピ
ノ
キ
オ

生
駒
郡
三
郷
町

立
野
南
二

八

一
二

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
七
月
十

六
日

有
限
会
社
は

ー
と
た
い
む

磯
城
郡
田
原
本
町

八
尾
六

七

六

有
限
会
社
は

ー
と
た
い
む

磯
城
郡
田
原
本

町
八
尾
六

七

六

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
七
月
十

六
日

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日



国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
添
村
に

お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

山
添
村

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
九
年
六
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

平
成
十
年
六
月
十
八
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
一
月
十
日
ま
で

三

成
果
の
名
称

山
辺
郡
山
添
村
（
大
字
助
命
の
一
部
）
に
お
け
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

山
辺
郡
山
添
村
（
大
字
広
瀬
）
に
お
け
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

山
辺
郡
山
添
村
大
字
助
命
の
一
部
の
地
域

山
辺
郡
山
添
村
大
字
広
瀬
の
地
域

五

認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
十
四
日

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
七
年
六
月
二
十
八
日
第
七
六

三
四
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
第
六
二
七
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

葛
城
市
南
藤
井
八
七
番
地
ノ
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

葛
城
市
北
花
内
六
三

番
地

福
田
守
秀

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

有
限
会
社
エ

ム
テ
ィ
ー
ケ

イ

生
駒
郡
三
郷
町
立

野
南
二

九

三

一

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ピ
ノ
キ
オ

生
駒
郡
三
郷
町

立
野
南
二

八

一
二

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
七
月
十

六
日

有
限
会
社
は

ー
と
た
い
む

磯
城
郡
田
原
本
町

八
尾
六

七

六

有
限
会
社
は

ー
と
た
い
む

磯
城
郡
田
原
本

町
八
尾
六

七

六

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
七
月
十

六
日

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日

有
限
会
社
エ

ム
テ
ィ
ー
ケ

イ

生
駒
郡
三
郷
町
立

野
南
二

九

三

一

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ピ
ノ
キ
オ

生
駒
郡
三
郷
町

立
野
南
二

八

一
二

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
七
月
十

六
日

有
限
会
社
は

ー
と
た
い
む

磯
城
郡
田
原
本
町

八
尾
六

七

六

有
限
会
社
は

ー
と
た
い
む

磯
城
郡
田
原
本

町
八
尾
六

七

六

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
七
月
十

六
日



一

許
可
番
号

平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日
第
七
六

三
一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
第
六
二
七
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

天
理
市
喜
殿
町
一
六
番
地
ノ
一
の
一
部
及
び
一
六
番
地
ノ
三
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

天
理
市
喜
殿
町
一
六
番
地
ノ
三

高
畑
直
希

）
等
書
請
申
の
録
登

第
条

第
則
規
託
委

第
条

請
申

録
登
る
す

定
規
に
項

第
条

同
び
及

書

同

る
す
用

準
て

い
お

に
項

第
条

更
録
登
る

よ
に
定
規

の
項

別
、

は
式
様
の

書
請
申
新

第
式
様

記
。
る

す
と

り
お
と

の
号

す
付

添
に
書
請
申
の
項
前

規
託

委
、

ち
う
の
類

書
る

第
則

第
条

第
項

第
項

同
、
号

項
同
に
び
並
ニ
び
及

ハ
号

第
式

様
の
の

も
る
げ
掲

に
号

る
げ

掲
に
号
各

の
次
、
は

れ
ぞ

れ
そ
、

じ
応
に

分
区

お
と
る

め
定
に
号
各
該
当

。
る

す
と
り

第
則
規
託
委

第
条

第
項

記
別

簿
名

る
す
定

規
に
号

第
式
様

号

第
則
規
託
委

第
条

第
項

る
す

定
規
に
ニ

び
及
ハ
号

第
式
様

記
別

書
断

診
号

第
則
規
託
委

第
条

第
項

記
別

面
書

る
す
定

規
に
号

第
式
様

号

第
る
す
付

添
に
書
請

申
の
項

則
規

託
委
、

ち
う
の
類

書
第

第
条

第
項

次
、
は

の
も

る
げ

掲
に
号

。
る

す
と
り
お
と
の

第
式
様
記
別

書
約
誓

の
号

第
法

の
条

第
視
監

車
駐
る
す

定
規
に
項

証
者
格
資

員
下

以

証
者

格
資

員
視

監
車
駐

し
写
の

）
。
う
い
と

そ
は

又
者
表
代

の
者
請
申

の
そ

人
用

使
、
人
理

代
の

の
も
る
係
に

者
業

従
の

他

）
。

る
限
に

有
に
内

県
良
奈
が
者
請
申

使
て

い
つ
に

所
務
事
る

す
を

と
こ

る
す
有
を

原
権
用

書
明
証
項

事
記
登

る
す

証

し
写
の

書
約
契
借

貸
賃
、

類
書

の
他
の
そ

第
の
書
請

申
新
更
録

登
の
項

期
効

有
の
録

登
、
は
理

受
の

日
る
す
了

満
の
間

ら
か
前

月

も
う

行
に
間
の
で
ま
前
日

。
る
す

と
の

）
簿
録
登

第
条

第
法

の
条

第
の
簿

録
登
る
す

定
規
に
項

第
式
様

記
別
、
は

式
様

。
る
す

と
り

お
と

の
号

）
知

通
る
す
関
に
等
録
登

第
条

第
法
、
は

会
員
委
安
公

の
条

第
第

条
同
は
又

録
登
の
項

た

し
を
新

更
の

録
登

の
項

し
対
に
者

請
申
、
は
き
と

第
式
様

記
別
、

録
登

の
号

通
り
よ

に
書

知
通
）
新

更

。
る
す
と

の
も
る

す
知

第
法

、
は
会
員
委
安
公

の
条

第
第

条
同
は

又
録
登
の

項
な
し

を
新

更
の
録

登
の

項

対
に

者
請
申
、
は
き
と

い

第
式

様
記
別
、

し
録

登
の
号

書
知

通
る

す
関
に
）

新
更

と
の
も
る

す
知
通

り
よ
に

。
る
す

）
知

通
の
し
消
取
の
録
登

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

公
安
委
員
会
規
則

委
の

務
事

認
確

両
車

置
放

規
る

す
関

に
等

続
手

の
託

。
る

す
布

公
に

こ
こ

を
則

成
平

年
月

委

会
員
委

安
公

県
良

奈

日

宗
廣

口
西

長
員

則
規

会
員

委
安

公
県

良
奈

第
号委

の
務

事
認

確
両

車
置

放
規

る
す

関
に

等
続

手
の

託
則

）
旨

趣

第
条

通
交

路
道

、
は

則
規

の
こ

法
和

昭
第

律
法

年
下

以
。

号
法

第

）
。
う
い
と

の
条

第
、

の
条

第
、

の
条

第
び

及
の

条

公
県

良

奈
り
よ
に
定
規
の

会
員

委
安

下
以

会
員

委
安

公
務

事
う

行
が

）
。

う
い

と
事

な
要
必
し
関
に
施

実
の

る
す

と
の

も
る

め
定

を

項

。

）
続

手
の

等
請

申

第
条

第
法

の
条

第
第

は
く

し
若

項
の

条
第

の
務
事
認
確
、
定

規
の

項

る
す

関
に

等
続

手
の

託
委

則
規

成
平

則
規

会
員

委
安

公
家

国
年

第
下
以
。

号
則
規
託
委

は
又

定
規

の
）

。
う

い
と

り
よ

に
定

規
の

則
規

の
こ

行
て

し
対

に
会

員
委

安
公

は
続

手
の
他
の
そ
請
申
う

施
法

通
交

路
道

県
良

奈
、

則
細

行
和

昭
年

規
会
員
委
安

公
県

良
奈

月
第

則

第
）

号

わ
か

か
に

定
規

の
文

本
条

部
本

察
警

県
良

奈
、

ず
ら

を
長
課
導

指
通

交
部

通
交

す
と

の
も

う

行
て
し
由
経

。
る



第
条

第
法

、
は

会
員

委
安

公
の

条
取

を
録

登
り

よ
に

定
規

の
の

そ
、
は
き
と
た
し
消
り

式
様

記
別

、
し

対
に

人
法

第
知

通
分

処
消

取
録

登
の

号
の

も
る
す

知
通

り
よ

に
書

。
る
す
と

警
る

す
事

従
に

査
検

入
立

証
す

示
を

分
身

の
員

職
察

）
票

第
条

第
法

の
条

第
様

の
票

証
る

す
定

規
に

項
第
式

様
記

別
、

は
式

。
る

す
と

り
お
と
の
号

習
講

者
格

資
員

視
監

車
駐

）
等

書
込

申
講

受
の

第
条

第
則

規
託

委
第

条
込

申
講

受
る

す
定

規
に

項
式

様
記
別

、
は

式
様

の
書

第

。
る

す
と

り
お

と
の
号

の
項

前
、

は
会

員
委

安
公

た
し

理
受

を
書

込
申

講
受

第
式

様
記

別
、

は
き

と

者
格

資
員

視
監
車
駐
の
号

る
す

付
交

を
票

講
受

習
講

。
る

す
と

の
も

習
講

者
格

資
員

視
監

車
駐

申
付

交
再

の
書

明
証

了
修

）
書

請

第
条

第
則

規
託

委
第

条
項

第
則

規
託

委
第

条
場
る
す
用
準

て
い

お
に

項

す
定

規
に

）

。
む
含
を
合

式
様

の
書

請
申

付
交

再
る

第
式

様
記

別
、

は
。
る
す
と
り

お
と

の
号

法
の

条
第

第
項

安
公

る
よ

に
定

規
の

ロ
号

審
る
係
に

定
認

の
会

員
委

）
法
方
の
査

第
条

第
則

規
託

委
第

条
は

査
審

る
よ

に
定

規
の

項
第
則

規
託

委
、

第
条

考
了

修
る

よ
に

定
規
の
号

と
の

も
う

行
て

じ
準

に
査

。
る

す

）
等

書
請

申
定

認

第
条

第
則

規
託

委
第

条
請

申
定

認
る

す
定

規
に

項
式

様
記
別
、
は

式
様

の
書

第

。
る

す
と

り
お

と
の

号

の
項

前
、

は
会

員
委

安
公

た
し

理
受

を
書

請
申

定
認

第
式

様
記

別
、

は
き

と

者
格

資
員

視
監
車
駐
の
号

付
交

を
票

検
受

査
考

定
認

。
る

す
と

の
も

る
す

の
証

者
格

資
員

視
監

車
駐

）
等

書
請

申
付

交

第
条

第
則

規
託

委
第

条
請

申
付

交
る

す
定

規
に

項
式

様
記
別
、
は

式
様

の
書

第

。
る

す
と

り
お

と
の

号

第
則

規
託

委
第

条
第

項
様

の
面

書
る

す
定

規
に

号
第
式
様
記

別
、

は
式

。
る

す
と

り

お
と
の
号

交
証

者
格

資
員

視
監

車
駐

）
知

通
る

す
関

に
請

申
付

第
条

監
車

駐
、

は
会

員
委

安
公

を
付

交
の

証
者

格
資

員
視

請
申
、
は
き
と

い
な

わ
行

第
式

様
記

別

、
し
対
に
者

者
格

資
員

視
監

車
駐

の
号

通
る

す
関

に
請

申
付

交
証

も
る
す
知
通
り
よ
に

書
知

。
る

す
と

の

の
証

者
格
資
員
視
監
車
駐

）
等

書
請

申
付
交
え

換
書

第
条

第
則

規
託
委

第
条

交
え

換
書
る
す

定
規
に
項

別
、

は
式

様
の
書
請

申
付

第
式

様
記

。
る

す
と
り
お
と
の
号

第
則
規
託
委

第
条

申
付

交
再
る

す
定
規
に

項
様

記
別

、
は
式
様

の
書
請

第
式

。
る
す
と
り
お

と
の
号

を
証

者
格
資
員
視
監
車
駐

を
付

交
再

の
そ
、
し

失
亡

た
し

失
亡
、
が

者
た
け
受

を
証
者

格
資

員
視

監
車
駐

た
し

復
回
は
又

、
し
見
発

、
し

見
発

の
そ
、
は

き
と

視
監

車
駐
た
し

復
回
は
又

員
委
安
公
を

証
者

格
資

員

す
と

の
も
る
す

納
返
に
会

。
る

の
証

者
格
資
員
視
監
車
駐

）
書

令
命
納

返

第
条

第
則

規
託
委

令
命

納
返
る

す
定
規
に

条
式

様
記

別
、
は
式

様
の
書

第

。
る
す
と
り

お
と
の

号

則
附

）
日
期
行
施

通
交

路
道
、
は
則
規
の
こ

法
る

す
正

改
を
部
一

の
法

律
成
平

第
律
法

年

て
い
お

に
項

次
。

号

法
正
改

第
則

附
）
。

う
い
と

第
条

行
施
の

定
規
る
げ

掲
に
号

た

。
る

す
行

施
ら
か

日
の

、
は

定
規
の
項
次
、
し
だ

る
す

行
施

ら
か
日
の

布
公

。

）
為
行
備
準

第
則
附
法
正
改

第
法

同
る
す
定

規
に
条

後
正

改
る
よ

に
定
規
の

条
法
通

交
路

道
の

和
昭

第
律
法
年

第
）

号
の

条
第

第
法
同
、

録
登
の
項

の
条

第

者
格
資
員
視
監

車
駐
の

項

事
認

確
他
の
そ

付
交
の
証

な
要

必
し

関
に
託
委

の
務

、
は

為
行
の

他
の

そ
続
手

お
に
前
行
施
の
則
規

の
こ

規
の

則
規
の
こ

、
も
て
い

の
も

う
行

り
よ
に
例

の
定

。
る

す
と
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奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の

届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届
出
年
月
日

市
長
を
追
放
す
る
会

（
略
称
・
市
長
）

辻
山
清

辻
山
清

奈
良
市
西
千
代
ヶ
丘

三

九

六

平
成
十
七
年
六
月

一
日

市
民
党

辻
山
清

辻
山
清

奈
良
市
西
千
代
ヶ
丘

三

九

六

平
成
十
七
年
六
月

二
日

寺
田
そ
う
い
ち
育
て

る
会

寺
田
惣
一

寺
田
純
子

葛
城
市
大
畑
一
二
五

一

平
成
十
七
年
六
月

二
日

奈
良
県
政
を
守
る
会

山
田
綱
雄

山
田
照
雄

御
所
市
三
室
六
一
七

一
九

平
成
十
七
年
六
月

二
日

松
川
博
文
後
援
会

松
川
博
文

岡
田
彰

高
市
郡
高
取
町
清
水

谷
一
三

二

平
成
十
七
年
六
月

六
日

野
志
昭
後
援
会

澤
田
克
己

森
岡
良
和

葛
城
市
木
戸
二
四

平
成
十
七
年
六
月

七
日

瀧
谷
宗
宏
後
援
会

瀧
谷
宗
宏

山
本
次
郎

宇
陀
郡
大
宇
陀
町
大

字
拾
生
九
四
九

一

平
成
十
七
年
六
月

八
日

お
く
だ
正
治
後
援
会

奥
田
正
治

熊
木
孝
之

奈
良
市
大
宮
町
六

九

八

平
成
十
七
年
六
月

九
日

中
井
晟
後
援
会

藤
井
勇

中
井
ミ
サ
子

葛
城
市
新
庄
六
九

二

平
成
十
七
年
六
月

九
日

田
ま
さ
あ
き
後
援

会

西
川
勇
男

居
内
昌
勝

橿
原
市
小
綱
町
一
一

七

平
成
十
七
年
六
月

十
四
日

い
し
だ
真
蔵
を
後
援

す
る
新
対
話
の
会

島
田
雅
行

佐
々
木
英
人

大
和
郡
山
市
筒
井
町

二
三
九

七
三

平
成
十
七
年
六
月

十
六
日

諸
井
英
二
後
援
会

杉
原
芳
信

源

光

天
理
市
田
部
町
五
二

四

平
成
十
七
年
六
月

二
十
一
日

梅
林
そ
う
す
け
後
援

会

浅
岡
照
夫

熊
谷
直
次

奈
良
市
恋
の
窪
二

六

八

平
成
十
七
年
六
月

二
十
四
日

み
ど
り
の
会
（
有
村

京
子
後
援
会
）

有
村
京
子

土
倉
幸
雄

生
駒
市
辻
町
八
六
九

六
二

平
成
十
七
年
六
月

二
十
八
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治



団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

（
政
党
の
支
部
）

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
六

月
二
十
三
日

会
計
責
任
者

岩
城
明

川
政
重

民
主
党
奈
良
県
総
支

部
連
合
会

平
成
十
七
年
六

月
二
十
三
日

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

香
芝
市
瓦
口
二

一

磯
城
郡
田
原
本
町

鍵
三

一

一

民
主
党
奈
良
県
第

区
総
支
部

代
表
者

川
政
重

福
岡
と
も
み

会
計
責
任
者

楠
原
康
司

川
政
重

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
六

月
七
日

会
計
責
任
者

荒
木
一
義

東
峯
昇

奈
良
県
中
小
企
業
政

策
推
進
協
議
会

平
成
十
七
年
六

月
九
日

会
計
責
任
者

大
植
一
徳

大
西
康
雄

全
日
本
不
動
産
政
治

連
盟
奈
良
県
本
部

平
成
十
七
年
六

代
表
者

宇
野
正
増

福
本
郁
雄

上
田
直
朗
後
援
会

月
十
五
日

会
計
責
任
者

岡
義
則

矢
追
利
夫

平
成
十
七
年
六

月
十
六
日

代
表
者

山
本
陽
一

鈴
木
茂
夫

北
山
和
生
み
ん
な
の

声
の
会

平
成
十
七
年
六

月
二
十
一
日

代
表
者

松
本
莊
司

榁
木
将
夫

川
博
一
後
援
会

平
成
十
七
年
六

月
二
十
四
日

会
計
責
任
者

田
良
子

中
野
達
夫

日
本
行
政
書
士
政
治

連
盟
奈
良
県
支
部

平
成
十
七
年
六

月
二
十
八
日

代
表
者

加
藤
嘉
久
次

諸
井
英
二

変
え
よ
う
天
理
！
元

気
ネ
ッ
ト

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

解

散

年

月

日

代
表
者
の
氏
名

政

治

団

体

の

名

称

い
し
だ
真
蔵
を
後
援
す
る
新
対
話
の
会

島
田
雅
行

平
成
十
七
年
六
月
十
五
日

岡
田
喜
代
子
後
援
会

岡
田
喜
代
子

平
成
十
七
年
五
月
十
二
日
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島
田
保
継
を
支
え
る
会

東
光
男

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

全
日
本
大
和
政
経
塾

廣
部
葉
子

平
成
十
七
年
六
月
十
日

平
井
陽
子
後
援
会

平
井
陽
子

平
成
十
七
年
五
月
十
二
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

届
出
者
の

氏

名

公
職
の
種
類

政
治
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代
表
者
の

氏

名

届
出
年
月
日

公
職
の
候
補
者

資

金

管

理

団

体

奥
田
正
治

奈
良
市
議
会

議
員

奈
良
市
大
宮
町
六

九

八

奥
田
正
治

平
成
十
七
年
六

月
九
日

お
く
だ
正
治
後

援
会

瀧
谷
宗
宏

大
宇
陀
町
議

会
議
員

宇
陀
郡
大
宇
陀
町

大
字
拾
生
九
四
九

一

瀧
谷
宗
宏

平
成
十
七
年
六

月
八
日

瀧
谷
宗
宏
後
援

会

寺
田
惣
一

葛
城
市
議
会

議
員

葛
城
市
大
畑
一
二

五

一

寺
田
惣
一

平
成
十
七
年
六

月
二
日

寺
田
そ
う
い
ち

育
て
る
会

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

届
出
者
の

氏

名

公
職
の
種
類

政
治
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代
表
者
の

氏

名

届
出
年
月
日

公
職
の
候
補
者

資

金

管

理

団

体

岡
田
喜
代

子

十
津
川
村
議

会
議
員

岡
田
喜
代
子
後

援
会

吉
野
郡
十
津
川
村

風
屋
九
六
三

一

岡
田
喜
代

子

平
成
十
七
年
六

月
十
四
日

平
井
陽
子

上
牧
町
議
会

議
員

平
井
陽
子
後
援

会

北

城
郡
上
牧
町

服
部
台
一

九

一
九

平
井
陽
子

平
成
十
七
年
六

月
十
四
日

正

誤

平
成
十
七
年
五
月
二
十
日
付
け
奈
良
県
公
報
第
千
六
百
七
十
号
正
誤
表

段

誤

正

行

十
二

上

十
三

期
間

間



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一
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【
定

価
】

一
か
月

二
千
三
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
三
十
円
（
共
に
、
送
料
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


